
 

島根県監査委員公表第４号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により実施した令和２年度財政的援助団体等監査の結

果に基づき講じた措置について、島根県知事から通知があったので、同条第14項の規定により次のとおり公表す

る。 

  令和３年10月22日 

                                 島根県監査委員  白 石 恵 子 

                                    同     加 藤   勇 

                                    同       大 國 羊 一 

                                   同         三 島   明 

  



 

令和２年度財政的援助団体等監査の結果に基づき講じた措置の内容 

 

監 査 結 果 措 置 の 内 容 

Ⅰ 総括 

⑴ 指定管理者制度導入施設について 

ア 新型コロナウイルス感染症の影響の検証に

ついて 

 

⑴ 指定管理者制度導入施設について 

ア 新型コロナウイルス感染症の影響の検証に

ついて 

新型コロナウイルス感染症の影響による指

定管理料の額の変更については、県の指示に

よる閉館時等の補填にとどまっている。しか

し、施設は開館されたものの、いわゆる「三

密」の回避や感染防止対策による入場制限、

事業の中止・延期・縮小など、計画している収

入を確保することが困難になっている状況が

多く見受けられた。さらに、この影響は来年

度以降も及ぶ可能性があり、基本協定締結時

に予定していた事業の実施が困難とする意見

も聞かれた。 

ついては、指定管理者制度導入施設におけ

る新型コロナウイルス感染症の影響について

実態を把握し、基本協定書のリスク分担の解

釈も含め、県と指定管理者で十分な協議を行

うなど、適切に対応されたい。 

 

（人事課、財政課、該当所管課） 

新型コロナウイルス感染症による指定管理

業務への影響を、基本協定書に定める不可抗

力の発生として取り扱うこととし、協定に基

づき指定管理者と十分な協議を行う。 

なお、本協議の結果、指定管理料の増減が

必要な場合は、令和３年度の指定管理料にお

いて調整する。 

イ 指定管理料の額の変更について イ 指定管理料の額の変更について 

指定管理料の額の変更については、「指定管

理料の額を変更すべき特別な事情が生じた場

合には、その都度、甲乙協議の上定める。」と

基本協定に明記されているが、一部の指定管

理者からは、県からの説明が十分でなく、変

更金額の算定が適当であるのか、判断するこ

とが難しかったとの意見が聞かれた。 

ついては、各所管課において指定管理料の

額の変更を行おうとする場合は、指定管理者

に対し、変更金額の算定根拠を示した上で協

議を行うよう、人事課及び財政課から各所管

課に対して適切に指導されたい。 

 

（人事課、財政課） 

指定管理者との協定は各施設所管課が締結

しているため、当事者として十分な説明に努

めるよう、各施設所管課に対して、通知した

ところである。 

今後も説明会等において適切に対応するよ

う指導する。 

⑵ コロナ禍を契機とした「観光の変化」への

対応について 

⑵ コロナ禍を契機とした「観光の変化」への

対応について 

国宝の出雲大社・松江城、世界遺産の石見

銀山、隠岐ユネスコ世界ジオパーク、日本遺

（（公社）島根県観光連盟、（一社）山陰インバ

ウンド機構、観光振興課） 



 

産や大山隠岐国立公園などの豊かな自然や歴

史・文化など、県内の魅力ある地域資源を活

用した観光地域づくりと積極的な情報発信に

より、県内外からの観光客の増加を通じて、

観光産業の活性化を図ることは大変重要であ

る。 

島根県観光連盟は、県の観光振興施策と連

携し、こうした資源を活用した旅行商品の創

出や、様々なメディアを活用したＰＲ等によ

り県内外からの誘客を促し、観光振興に寄与

してきた。 

一方、令和元年度末以降、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、観光客数が大幅に

減少したが、県の観光消費喚起対策事業「し

まねプレミアム宿泊券」や国の観光支援事業

「ＧｏＴｏトラベル」などにより、一定程度、

観光客数の回復が見られたところである。 

また、観光客の動向としては、旅行代理店

での旅行商品の購入だけでなくＷＥＢでの購

入が増えていることや、交通手段についても

航空機や列車等の利用に加えマイカー利用が

増加するなどの、「観光の変化」が見られると

ころである。 

ついては、観光連盟と所管課においては、

これまでの役割分担の見直しも視野に入れ

て、「観光の変化」を分析し、更なる誘客に向

けた新たな観光戦略の検討も行い、観光振興

に取り組まれたい。 

また、山陰インバウンド機構においては、

引き続き、観光連盟等の関係団体と連携して、

国外に向けての山陰両県の観光情報を発信す

るなど、外国人観光客の誘客に努められたい。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大により、「３

密」を避けた、安心・安全な旅やマイクロツー

リズムなどのニーズが高まりつつある。 

今後は、新型コロナウイルス感染症の感染

状況等を注視しつつ、新たなニーズに対応し

た観光施策等に取り組んでいく。 

また、インバウンドについては、新型コロ

ナウイルスの感染拡大による渡航・入国制限

により、海外からの誘客が困難な状況である

が、山陰インバウンド機構において、インバ

ウンド需要回復期に向け、各県、市町村、観光

協会、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）等の関係

者と連携して、ＷＥＢやＳＮＳ等を活用し、

国外に向けて山陰ならではの観光の魅力発信

に努める。 

⑶ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大

会の準備について 

⑶ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大

会の準備について 

島根県体育協会は、昭和４６年の設立以来、

競技スポーツの普及や競技力の維持･向上に、

島根県障害者スポーツ協会は、昭和５４年の

設立以来、障がい者のスポーツ活動の振興に

それぞれ貢献してきた。 

令和１２年度に島根県で開催される予定の

第８４回国民スポーツ大会及び第２９回全国

（（公財）島根県体育協会、（公財）島根県障害

者スポーツ協会、スポーツ振興課） 

第８４回国民スポーツ大会に向けた競技力

向上は、県や体育協会は勿論、県教育委員会、

民間企業も含め、総力を結集して取り組まな

ければならないことから、「競技力向上対策本

部」を設置し、島根県競技力向上基本計画を



 

障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）

は、県内におけるスポーツの振興と発展並び

にスポーツを通じた豊かな人と地域づくりを

進めるための絶好の機会であり、その成功に

向けて、両協会と県は連携して、選手の育成・

強化、指導体制の充実、大会会場の施設環境

の構築など、競技力の一層の向上に取り組む

必要がある。 

そうした中、大会に向けた両協会と県の役

割分担は必ずしも明確になっておらず、例え

ばトップアスリート養成の事業実施主体がど

ちらなのか、現時点では決まっていない状況

である。 

また、体育協会が指定管理を行う各施設は、

総じて老朽化が進み、大会での利用はもとよ

り、選手の練習会場としても十分な環境では

ない施設が見受けられるところである。 

ついては、大会に向けた両協会と県の役割

分担を早急に決定するとともに、施設の整備

についても、今後、関係機関との調整の上、計

画的に進め、大会の成功に向けて着実に取り

組まれたい。 

 

とりまとめ、組織体制の整備・充実など４つ

の柱を定めたところである。 

この取組の柱には、それぞれ具体的な対策

を設け、県と体育協会では、対策の分野や内

容ごとに、或いは、競技種目ごとに役割分担

をしながら進めていくこととしている。 

県と障害者スポーツ協会が連携を図り、全

国障害者スポーツ大会を開催した自治体等の

状況も参考にしながら、役割分担について整

理していく。 

また、体育協会が指定管理を行う県立体育

施設は、島根県公共施設等総合管理計画に基

づき、長期的な視点をもって、維持管理を行

っており、適切にメンテナンスを実施してい

る。国民スポーツ大会に向けた施設の整備に

ついては、開催競技施設を決定後、国体開催

基準要項に定める施設基準に照らし合わせ、

必要な改修等を計画的に進めていく。 

 

Ⅱ 個別 

１ 萩・石見空港利用拡大促進協議会 

（所管課：交通対策課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 萩・石見空港の利用促進について 

高速道路などの高速交通ネットワークの整

備が遅れている県西部地域にとって、航空路

線の維持は、地域振興や観光振興、県民の便

利で快適な暮らしを実現するために不可欠で

ある。 

萩・石見空港利用拡大促進協議会では、平

成２５年度に国土交通省が募集した羽田発着

枠政策コンテストで認められた東京線の２往

復運航の維持に向けて、これまでに航空会社

や県等と緊密に連携を図りながら、様々な利

用促進に向けた取組を行ってきた。 

こうした取組により利用者数は増加し、令

和元年度に実施された令和２年１０月以降の

 

 

① 萩・石見空港の利用促進について 

萩・石見空港利用拡大促進協議会では、東京

線の２往復運航の定着と大阪線の運航期間の

拡大を目指し、萩・石見空港東京線利用促進対

策会議や航空事業者（ＡＮＡ）等と連携した利

用促進の取組を行っている。 

 令和３年度においても、新型コロナウイル

ス感染症の影響により航空需要は減退してい

るが、アフターコロナに向けて安定的な需要

を創出する取組を引き続き行っていく。 

 特に、東京線の２往復運航定着に向け、地元

市町の政策連携による首都圏等との都市間交

流や関係人口の創出などの仕組みづくりを始

めとし、地方への人の流れの拡大や持続可能



 

羽田発着枠配分に係る政策コンテストにおい

ても提案が採択され、令和５年３月まで東京

線の２往復運航の継続が決定した。 

一方、令和元年度末からは新型コロナウイ

ルス感染症の影響により全国的に航空需要が

大きく落ち込んでいるが、感染症の収束が見

えない状況にあっても東京線の２往復運航を

守る取組は不可欠である。 

ついては、東京線の２往復運航の定着化を

図るため、引き続き県関係部局や地元と緊密

に連携し、産業及び観光の振興、都市間交流

や首都圏から応援する「関係人口」による人

の流れの拡大、ビジネス利用の更なる拡大な

ど、安定した需要の確保に取り組まれたい。 

 

な旅客需要の創出に取り組む。 

  引き続き、県や地元と緊密に連携、協働し、

効果的な利用促進策を実施していく。 

 

 

 

⑵ 所管課 

【意見】 

① 萩・石見空港の利用促進について 

県においては、東京線の２往復運航維持に

向けて、山口県や協議会、島根・山口両県の商

工・観光団体が参画する萩･石見空港東京線利

用促進対策会議を中心に関係者間で緊密に連

携を取りながら利用促進対策に取り組んでい

る。 

団体に対する意見で述べたように、新型コ

ロナウイルス感染症の収束が見通せない状況

にあるが、東京線の２往復運航の定着化を図

るため、引き続き、団体の利用促進対策への

支援を行い、関係部局や地元と緊密に連携し、

産業及び観光の振興、都市間交流や首都圏か

ら応援する「関係人口」による人の流れの拡

大、ビジネス利用の更なる拡大など、安定し

た需要の確保に取り組まれたい。 

 

 

 

① 萩・石見空港の利用促進について 

令和４年度には、発着枠配分路線における

取組、成果等の検証が控えている。 

そのため、団体が実施する利用促進対策へ

の支援を継続しつつ、政策コンテストで掲げ

た「持続可能な地域づくり」、「助成等に頼り

過ぎない利用促進への改善」の実現に向け、

関係者間で連携して取組を進め、安定した需

要の確保に繋げていく。 

２ 一畑電車沿線地域対策協議会 

（所管課：交通対策課） 

⑴ 団体 

【意見】 

① 一畑電車の利用促進につながる効果的な取

組の実施について 

一畑電車沿線地域対策協議会は、平成１８

年度以降、インフラ所有権を移転しない上下

 

 

 

 

① 一畑電車の利用促進につながる効果的な取

組の実施について 

一畑電車沿線地域対策協議会では、令和３

年２月に、令和３年度から７年度までの施設



 

分離方式に基づき施設整備の支援を行ってき

た。また、平成２３年度からは、「一畑電車支

援計画」を策定し、計画的な鉄道施設整備等

の費用負担により、新型車両の導入や線路・

電路の整備、列車運行や災害に対する安全性

の向上、快適性（乗り心地）の向上を図ってい

る。 

一方、一畑電車（株）も、ご当地キャラクタ

ー車両の運行や電車体験運転等による魅力発

信を行うなど、利用促進に努めている。 

こうした取組の結果、令和元年度は年間約

１４５万人の利用者を記録し、目標である年

間１４０万人の利用者を上回ったことは評価

できる。 

また、令和元年度末以降は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により利用者の減少が見ら

れ、特に観光等での利用者の減少割合が大き

いことから、協議会では、利用促進事業の延

長が検討されていると聞いている。 

ついては、新たな「一畑電車支援計画」に基

づき、計画的な鉄道施設整備等の費用負担を

行うとともに、今後とも、利用者の回復に向

け、一畑電車（株）や沿線自治体と連携を図り

ながら効果的な取組を進められたい。 

整備等にかかる「一畑電車支援計画」を策定

した。 

  また、新型コロナウイルス感染症の影響に

より激減した利用状況等を考慮し、令和２年

度までの取組としていた利用促進事業を１年

間延長し、新たな沿線需要の開拓等を行うこ

ととしている。 

今後も、協議会を構成する県、松江市、出雲

市や一畑電車(株)と連携し、宍道湖北岸の公

共交通の確保を図るため、施設整備補助を通

じた安全確保や利用促進の取組を積極的に進

めていく。 

  

３ （公財）しまね自然と環境財団 

（所管課：自然環境課） 

 

⑴ 所管課 

【意見】 

① 三瓶自然館・三瓶小豆原埋没林公園の利用

促進について 

三瓶自然館は、開館から約３０年が経過す

る中、入館者数は減少傾向が続いている。令

和元年度はリニューアル工事による閉館の影

響もあり、約８万３千人と平成１３年の別館

増設以来、過去最少となった。一方、附属施設

の三瓶小豆原埋没林公園の入園者数も、徐々

に減少し、令和元年度は約１万８千人となっ

た。 

そうした中、令和元年度、三瓶自然館は展

示改修工事により火山時空シアターの新設な

ど展示の充実が図られ、三瓶小豆原埋没林公

 

 

① 三瓶自然館・三瓶小豆原埋没林公園の利用

促進について 

平成２８年度に、環境省の国立公園満喫プ

ロジェクトのモデル公園の一つとして大山隠

岐国立公園が選定され、三瓶自然館を当プロ

ジェクトの中核施設として位置付け、令和元

年度に自然館の展示改修や三瓶小豆原埋没林

公園のガイダンス棟の整備を行った。また、

令和３年度は自然館のビジュアルドーム環境

向上や埋没林公園内の展示機能強化を行う予

定としており、今後も魅力向上に向けた施設

整備を計画していく。 

引き続き指定管理者と緊密な連携を行いつ



 

園にもガイダンス棟が整備された。 

一方、施設の運営については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けているものの、

県内の小中学校を中心に、修学旅行等の新規

需要が増加しており、入館者数の回復が図ら

れているところでもある。 

ついては、今後、指定管理者と連携をさら

に強化し、三瓶自然館及び三瓶小豆原埋没林

公園の利便性や魅力の向上に努めるととも

に、観光面においても積極的な活用を図られ

たい。 

つ、国や県教育委員会、大田市観光部局、そ

の他関係団体と連携し、修学旅行や観光客の

誘致に積極的に取り組む。 

 

  

４ （公財）島根県障害者スポーツ協会 

（所管課：スポーツ振興課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 障がい者スポーツの普及・支援事業の充実

について 

島根県障害者スポーツ協会は、障がい者ス

ポーツの普及、振興を図る県内の中核的な団

体であり、県の委託を受けて、全国障害者ス

ポーツ大会への選手派遣や島根県障がい者ス

ポーツ大会の開催等の事業を実施している。 

障がい者スポーツの活動支援では、地域に

おいて障がい者スポーツの普及に取り組む諸

団体の活動費の一部を助成しているが、これ

らの団体の活動は、地域における障がい者ス

ポーツの裾野の拡大に寄与するものである。 

近年、障がい者スポーツにおいては、スポ

ーツ大会の参加者が高齢化、固定化し、また、

大会参加者数が減少傾向にある。 

これらの課題の解決には、障がい者スポー

ツの普及に取り組む諸団体への長期的な活動

支援が必要と考えるが、活動費の助成につい

ては、現在の協会の限られた自主財源では諸

団体の要望に必ずしも十分に応えられていな

い。 

ついては、障がい者スポーツの普及に取り

組む諸団体への活動費の助成など、長期的な

視点に立った障がい者スポーツの普及・支援

事業を推進するとともに、賛助会員の会費等

の自主財源の確保にさらに努め、トップアス

 

 

① 障がい者スポーツの普及・支援事業の充実

について 

障がい者スポーツの普及に向けて、諸団体

への活動費助成やトップアスリートの発掘等

を更に充実・強化を図り、その資金を捻出す

るために、賛助会員企業の開拓や賛助会費の

募集期間延長等を実施し、更なる自主財源確

保に努める。 



 

リートの養成を含めて取組を進められたい。 

 

５ （株）島根県食肉公社 

（所管課：農畜産課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 経営安定化について 

島根県食肉公社は、昭和５５年の設立以

来、安全な食肉の安定供給と肉畜生産の振興

に貢献してきた。 

近年、食肉の安全・安心意識の高まりや、

地産地消が進展する中で、平成１４年度以

降、少額ではあるが、おおむね単年度利益を

確保してきている。 

また、課題である人材確保については、外

国人技能実習生を受け入れ、「食肉加工処

理」の技能、技術及び知識を習得等してもら

いながら、必要な労働力の確保を図っている

ところである。 

今後とも、人材の安定確保を図りながら黒

字経営を継続し、将来の設備投資に備え、内

部留保資金の確保に努められたい。 

 

 

 

① 経営安定化について 

  平成１４年度以降、安定して単年度利益は

確保出来ているが、人材確保が課題となって

おり、現在海外技能実習制度の活用によりベ

トナム人技能実習生１２名(うち２名は特定

技能、２名は特定活動)と、令和３年１０月に

は新たに４名応募の入社を予定している。 

高校での新卒採用も募集高校の範囲を広

げ、企業ガイダンス等のイベントにも参加す

るなど積極的な活動を通して企業のＰＲを行

い、海外技能実習生の採用とバランスを取り

ながら、計画的に資金確保・設備投資を実施

することにより、黒字経営の継続に努める。 

 

⑵ 所管課 

【意見】 

① 経営安定化について 

公社の健全経営を維持するため、県は、四

半期ごとに開催される経営プロジェクト会議

に参画するなど、「経営計画」の進捗管理を行

っている。 

今後とも、公社の自立した経営に向けて、

関係機関と連携して支援に努められたい。 

 

 

 

① 経営安定化について 

公社の自立経営に資するよう、肉用牛の生

産拡大や養豚の伝染病対策に取り組む。 

６ （公財）ホシザキグリーン財団 

（所管課：水産課） 

 

⑴ 所管課 

【意見】 

① 宍道湖自然館のあり方の検討について 

宍道湖自然館は、開館から約２０年が経過

する中、入館者数は減少傾向にあったが、こ

の数年は伸びてきている。令和元年度の入館

者数は約１３万９千人で、近年では平成１９

 

 

① 宍道湖自然館のあり方の検討について 

指定管理者と連携し、宍道湖自然館の魅力

向上に努める。 



 

年度の約１５万人に次ぐ人数となり、入館料

収入も開館時を除き過去最高額となった。こ

れは、年間パスポート者への対応、財団が運

営する宍道湖グリーンパークとの連携、さら

には指定管理者の財源による「シラウオ水槽」

の整備等、指定管理者による集客増に向けた

努力によるものと思われる。 

ついては、令和３年度に開館２０周年を迎

えることから、体験学習型の水族館としての

役割に加えて、観光施設としての側面も含め

て、中長期的な視点により施設のあり方につ

いて検討し、指定管理者と将来ビジョンを共

有するなど、指定管理者と所管課がさらに連

携を強化し、宍道湖自然館の魅力の向上に努

められたい。 

  

 


